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(57)【要約】
　【課題】作業者がしゃがみ込む姿勢での切断において
、力の加減にも注意が必要で、カッター刃を定規に一定
の力で押しつけて直線性よくカッターナイフを移動させ
ることができずに、押しつける力が変動してしまい、壁
紙の切断が波打つような状態となってしまうことも発生
したり、天井から下方向に定規をずらしながら切断して
いた切断線と下から上方向に切断した線と下から上に切
断する線が一致せずにずれてしまうことまで発生するこ
とがあった。
　【解決手段】カッターナイフのホルダー先端部分を保
持する保持部と、保持部と連結されたカッターナイフの
カッター刃を突出させる孔部と、保持部に保持されたカ
ッターナイフのカッター刃に対して平行な面の２つのガ
イド面とを有し、カッター刃は２つのガイド面からの距
離が等しい位置に配置されている切断用工具を提供する
。
【選択図】　　図１



(2) JP 2017-18433 A 2017.1.26

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
カッター刃を収納する切断刃物のホルダー先端部分を保持する保持部と、
保持部と連結された切断刃物のカッター刃を突出させる孔部と、
保持部に保持された切断刃物のカッター刃に対して平行な面の２つのガイド面とを有し、
カッター刃は２つのガイド面からの距離が等しい位置に配置されていることを特徴とする
切断用工具。
【請求項２】
切断刃物のホルダー先端部分を保持する保持部が切断用工具から着脱自在な別体に設けら
れていることを特徴とする請求項１記載の切断用工具。
【請求項３】
切断刃物のホルダー先端部分を保持する保持部が切断用工具に着脱自在とされた別体の着
脱方向を切断用工具の底面に対して垂直方向とし、切断用工具に対する別体の固定位置を
調整可能とすることによって切断刃物のカッター刃の突出量を調整することを特徴とする
請求項２記載の切断用工具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内装の施工時に使用する工具に関するものである。さらに詳しくは、紙やフ
ィルムのシート状物を表面に貼り付ける際に、シート状物を重ね合わせて切断し、切断し
た部分を除去して、その切断端面を接合して接合部分を目立たなくするという、例えば壁
紙の重ね切り工法やダイノックシートやガラスフィルムの施工の際に使用する切断用工具
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より壁紙施工においては、壁紙の端部の仕上方法として重ね切り工法がよく用いら
れている。定規とカッターナイフを使用し、壁紙と壁紙のジョイント部分の切断を行い、
壁紙同士の継ぎ目が見えないように仕上げている。定規とカッターナイフを使用して切断
するということに関しては種々の提案が従来からなされている。
【０００３】
　特許文献１は、定規をあててカットをすると、カッターがすべり、押さえている方の指
を切る事故が多かったため、定規を押さえている方の指を切らないようにするためのガー
ドがついた定規に関するものである。
【０００４】
　特許文献２は、カッターナイフを用いて定規に合わせて切断作業する際に、定規を削ら
ずに、定規の際通りに切断できるガイド用段差付きカッターナイフに関するものである。
ガイドの段差が定規に当たっているので、カッター刃が定規を超えて、定規を押さえてい
る手を傷つけることもないと開示され、ガイド段差についても、カッター刃と同一線上に
あるならば、カッター刃の前後どちらにあっても良いと開示されている。
【０００５】
　特許文献３は、カッターナイフで、定規の側端に沿わせて紙を切る場合に刃がぐらつい
て定規を削ってしまったりキズつけることを防ぐためのカッターナイフ用切断具に関する
もので、平板状の巾方向の端部寄り上面に、あり溝状係合手段の一方向を形成したカット
台本体とカット台本体と対になる他方のあり溝状係合手段を形成し、さらに、あり溝状係
合手段の側方にあってライド方向に平行で、且つ、厚さ方向に貫通するナイフ挿入を設け
たカット補助具とからなり、カット補助具は前記カット台本体上において一対のあり溝状
係合手段によりカット台本体にスライド可能に嵌合されてなるカッターナイフ用切断具に
関するものである。
【０００６】
　特許文献４は、壁紙やクロスなどの内装材を下地材上で切る際の内装の施工方法及びそ
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れに用いる施工用具であり、内装材を切断する切断用具（カッター）と、この切断用具の
移動に連繋して移動する連繋部材と、この連繋部材に係止され、切断されるべき内装材と
この内装材を保持する下地材との間に介在可能な切断用具による下地材の損傷を受けるこ
とを防止する下敷き部材とを備えている。切断されるべき内装材とこれらを保持する下地
材との間に下敷き部材を介在させ、かつ、この下敷き部材を、切断用具の移動に連繋させ
ながら切断方向に移動させつつ内装材を切断する施工用具に関するものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００４－１３０４９７号公報
【特許文献２】特開２００４－１９５１６７号公報
【特許文献３】実用新案登録第３１３９５４４号公報
【特許文献４】特開２００２－８１２００号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　壁紙施工において壁紙の重ね切りをする場合においては、片手に定規を持ち、もう一方
の手でカッターナイフを持って、切断位置に定規を位置決めして押え、定規にカッターナ
イフの刃先を沿わせて切断するのであるが、天井付近においては、脚立に乗って手を伸ば
した状態で切断し、上方から切断に合わせて切断の直線性を保ちながら定規を下方にずら
していく。
【０００９】
　そして床の例えば幅木近くになると、カッターナイフは上から下へ移動させるのではな
く、カッターナイフを１８０度反転させて、下から上、すなわち幅木の端部から上方向に
カッターナイフを移動させ、上方向からの切断完了端部に合うように下から上に切断して
重ね切りを行うのである。
【００１０】
　カッターナイフは図４に示すように、カッター刃１０ａを収納している本体部分をボデ
ィあるいはホルダー１０ｃと呼び、ホルダー１０ｃの先端側は金属製とされ、手で持つ後
端側は樹脂製部品で構成されているのが通常で、ホルダー１０ｃの先端部１０ｄは鋭角に
突出した形状とされているのが通常である。
【００１１】
　壁紙施工における切断用定規の厚みは５～１０ｍｍ程度にされていることが多く、壁紙
施工業者は各自任意の好みの厚みの定規を選定して使用している。
【００１２】
　図４に示したカッターナイフを右手に持ち、切断用の定規を左手に持って作業を行う場
合は、ホルダーの先端部１０ｄでカッター刃１０ａを押さえつけるようにして定規の側面
にカッター刃１０ａを沿わせる。しかし、上記したように床近くなり幅木から上方向にカ
ッターナイフを移動させる場合においては、ホルダーの先端部１０ｄに面する側のカッタ
ー刃１０ａの面を定規の側面に沿わせることになるので、カッター刃１０ａが見えるよう
に開口した部分の上部と下部の一部のホルダー部でカッター刃１０ａを押しつけようとし
なければならなくなる。また、ホルダー１０ｃ内において少し隙間があるため、先端部１
０ｄで押しつける場合よりもカッター刃１０ａのがたつきも大きく力を入れるとカッター
刃１０ａがより反ってしまうためにカッターナイフを下から上に移動させる動きに熟練が
必要となってしまっていたのである。
【００１３】
　特に、床近くにおいての作業となるので、作業者はしゃがみ込む姿勢となり、力の加減
にも注意が必要で、カッター刃１０ａを定規に一定の力で押しつけて直線性よくカッター
ナイフを移動させることができずに、押しつける力が変動してしまい、その結果、壁紙の
切断が波打つような状態となってしまうことも発生してしまう。
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【００１４】
　そしてさらに、天井から下方向に定規をずらしながら切断していた切断線と下から上方
向に切断した線と下から上に切断する線が一致せずにずれてしまうことまで発生すること
があった。そのため、壁紙の直線性の切断精度を安定させたいという要望が課題としてあ
ったのである。
【００１５】
　また、定規で上から押さえられた壁紙などの切断対象物は、定規で押さえられているの
で切断時に動いたりしないので安定して切断されるが、定規で押さえていない側の切断対
象物（例えば壁紙）は、少し刃物の切れ味が落ちてきたときには、カッターナイフを移動
させたときに、糊が塗布されて柔らかくなっており、切断できずに刃先に引っかかったよ
うになり、引き裂かれたように破れてしまうということが発生し、その破れを目立たない
ように修正する手間がかかってしまうという課題の解決も望まれてもいたのである。
【００１６】
　特許文献１に開示された技術内容においては、指をけがするという課題は解決できるも
のの、壁紙施工における上記の課題については解決できない。そして、定規をカッター刃
で削ってしまうという課題も残したままとなっており、壁紙施工においては課題を解決で
きるものではなかった。
【００１７】
　特許文献２に開示された技術内容においては、定規を削ってしまうという課題を解決で
き、手元の安定も図ることができるものの、カッターナイフの移動方向は１方向に限定さ
れてしまっていた。すなわち、天井から下方向に移動させる段差であれば、床近くで１８
０度反転させて下から上に移動させるということには使用できず、また段差を有する形状
のためにカッターナイフ自体もコストがかかってしまう構成となってしまってもいるので
ある。また、カッター刃は段差の先端付近に設けられている構成とされており、刃先が見
えない状態で切断する構成となっている。壁紙施工においては、どの程度刃先を食い込ま
せているのかを確認しながらも切断し、壁紙の下地を痛めないように施工する必要がある
ため、壁紙施工においては課題を解決できるものではなかった。
【００１８】
　特許文献３に開示された技術内容においては、ナイフ挿入孔から挿入したカッターナイ
フの刃は、カット補助具のナイフ挿入孔の壁とカット台本体の側面に支えられ刃がぶれる
ことなく安定し、カット補助具もカット台本体の凸レールに嵌め込まれているためカット
補助具も安定していると記載されているものの、使い方としては、テーブルなどに載置さ
れたカット台本体で使用されるものであり、壁紙施工のように垂直方向に定規を固定した
場合においては、カット補助具は自重で滑り落ちてしまうため、ナイフ挿入孔にナイフを
入れようとすることができない構成になっている。また特許文献２と同様にカッター刃の
刃先が見えない構成であり、刃先を見ながら壁紙の下地を切断しないよう壁紙を重ね切り
することができないものである。そして、特許文献３の定規も専用のものとなり、今まで
使用して使い慣れた定規も本特許文献３のものに置き換えないといけないという前提のも
ので、したがって、壁紙施工においては課題を解決できるものではなかった。
【００１９】
　特許文献４に開示された技術内容においては、下地を傷つけないようにするためのもの
であるが、糊の塗布された壁紙の裏面側に下敷き部材を入れると、壁紙に塗布した糊を掻
き取ってしまうという欠点を有しており、また、下敷き部材を薄く製作していても、下敷
き部材を入れたために壁紙を切断する位置においては、下敷き部材で壁紙を持ち上げた状
態となるので、壁に貼り付けられた壁紙を下敷き部材で持ち上げようとしたさいに、糊が
塗布されて湿潤した壁紙を破ってしまったりする可能性もあった。さらには、下敷き部材
で壁紙を壁から持ち上げたようになるため本来下敷き部材無しの状態でぴったりと合う状
態で切断できた壁紙が、それぞれの端部は下敷き部材で持ち上げた分若干長くなった状態
で重ね切りすることになってしまうのである。そのため、壁紙端部の付き合わせの仕上げ
に手間がかかってしまうことになることが避けられないのである。以上のように、特許文
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献１～４においては課題を解決できるものではなく、改善が望まれていたのである。

【課題を解決するための手段】
【００２０】
　上記の課題を解決するために本発明は、カッター刃を収納する切断刃物のホルダー先端
部分を保持する保持部と、保持部と連結された切断刃物のカッター刃を突出させる孔部と
、保持部に保持された切断刃物のカッター刃に対して平行な面の２つのガイド面とを有し
、カッター刃は２つのガイド面からの距離が等しい位置に配置されていることを特徴とす
る。
【００２１】
　また、切断刃物のホルダー先端部分を保持する保持部が切断用工具から着脱自在な別体
に設けられていることを特徴とする。
【００２２】
　またさらに、切断刃物のホルダー先端部分を保持する保持部が切断用工具に着脱自在と
された別体の着脱方向を切断用工具の底面に対して垂直方向とし、切断用工具に対する別
体の固定位置を調整可能とすることによって切断刃物のカッター刃の突出量を調整するこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００２３】
　カッター刃は２つのガイド面からの距離が等しい位置に配置されているから、天井から
下向きに切断を行ったり、床から上向きに切断する際に、切断線がずれることなく、また
切断用工具を簡単に反転させて、突出させたカッター刃を見ながら切断物にどれだけカッ
ター刃が入っているかを確認しながら切断用工具の底面でカッター刃の切断位置近くの両
側を押さえた状態で切断作業を安定して行うことができる。
【００２４】
　切断刃物のホルダー先端部分を保持する保持部が切断用工具から着脱自在な別体に設け
ることで、市販されているカッターナイフを含み、種々のホルダー形状をした切断刃物に
対応することが可能となる。
【００２５】
　切断用工具に対する別体の固定位置を調整可能とすることによって切断刃物のカッター
刃の突出量を調整することができ、内装施工において下地材を切断してしまうことを防ぐ
くことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】カッターナイフを取り付けた状態の切断用工具を説明する図である。
【図２】（ａ）は切断用工具の平面図であり、（ｂ）は切断用工具の側面図である。
【図３】（ａ）は切断用工具と着脱保持体を嵌合させた状態の平面図であり、（ｂ）は切
断用工具と着脱保持体の嵌合を外した状態の側面図である。
【図４】カッターナイフのホルダーの先端の形状を説明する説明図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　本発明の実施形態について図面を用いて説明する。本発明の切断用工具１は、切断刃物
であるカッターナイフ１０のホルダー１０ｃの先端部に取り付けるガイドであり、図１は
カッターナイフ１０を取り付けた状態を示している。
【００２８】
　図２（ａ）は切断用工具１の平面図であり、図２（ｂ）は切断用工具の側面図である。
切断用工具１には、カッターナイフ１０のホルダー１０ｃの先端部を保持する保持部１ｄ
を有し、保持部１ｄはカッターナイフ１０のカッター刃１０ａを通すカッター刃用孔１ｅ
と連結している。保持部１ｄはカッターナイフ１０のホルダー１０ｃの先端をしっかりと
保持し、カッターナイフ１０を繰り返し着脱することも考慮して、切断用工具１は樹脂や
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木製などの素材で製作することが望ましい。また切断用工具１は金属製とすることも可能
であるが、手に持って使用するために軽量な素材を選定することが望まれる。
【００２９】
　定規を当てる面は、ガイド面１ａとガイド面１ｂであり、保持部１ｄにカッターナイフ
１０のホルダー１０ｃを取り付けるとしっかりと固定され、カッター刃１０ａの位置は図
２（ａ）に示すように、ガイド面１ａ、ガイド面１ｂから寸法Ｘで同距離になるように保
持部１ｄの位置が設けられている。図２（ａ）においては、カッターナイフ１０を取り付
けた際のカッター刃１０ａの位置を２点鎖線で図示している。
【００３０】
　保持部１ｄは、図１と図２には切断用工具１の上面に位置させているが、特に上面に限
定する必要はない。例えば図１に開示した実施形態であれば、ガイド面１ａに右手の親指
を添え、ガイド面１ｂには右手の中指と薬指を添え、切断用工具の上面１ｃとカッターナ
イフ１０のホルダー１ｃの両方に接触する辺りに人差し指を添えるように持って壁紙の重
ね切りを行うことができる。
【００３１】
　図３は、本発明の別の実施形態である。図１、図２の実施形態であると、カッターナイ
フ１０のホルダー１０ｃの形状が種々あっても、１種類のカッターナイフ１０のホルダー
にしか対応できず、他のホルダー形状のものはその形状のものをそれぞれ用意する必要が
ある。
【００３２】
　壁紙施工の工具として、カタログなどでカッターナイフも種々販売されているので、図
３に示す実施形態においては、切断用工具１１と、カッターナイフ１０のホルダー１０ｃ
を固定するための保持部１２ｄを有する着脱保持体１２とに分割し、着脱保持体１２を切
断用工具１１に着脱自在としている。
【００３３】
　図３においては、図４に開示したカッターナイフのホルダー１０ｃの先端に合致する形
状の保持部１２ｄで図示している。この着脱保持体の保持部の形状を変更したものを別途
複数準備しておくことで、複数の種々の形状のカッターナイフの保持に対応することがで
きる。また、そのようにしておくことで、切断用工具１１か着脱保持体１２のどちから一
方が繰り返しの使用によって傷んでしまっても、そちらだけの交換で対応できるようにも
なる。
【００３４】
　図３（ａ）は着脱保持体１２を取り付けた状態の切断用工具１１の平面図であり、図３
（ｂ）は着脱保持体１２を外した状態の切断用工具１１の側面図である。
【００３５】
　切断用工具１１はカッターナイフの保持部は有しておらず、カッター刃１０ａが通るカ
ッター刃用孔１１ｅを設けている。着脱保持体１２はカッターナイフ１０の保持部１２ｄ
を設けており、カッター刃用孔１２ｅが保持部１２ｄに連結されている。そして、着脱保
持体１２を切断用工具１１に取り付けたときに、カッター刃用孔１２ｅとカッター刃用孔
１１ｅとが連結されて、切断用工具１１のカッター刃用孔１１ｅからカッター刃１０ａが
突出できるように構成されている。
【００３６】
　切断用工具１１のカッター刃用孔１１ｅは図３においては切断工具１１の孔として開示
しているが、カッターナイフ１０を着脱保持体１２に取り付けた際に、カッター刃１０ａ
を突出させた状態で切断工具１１に取り付けられるように、上部まで開放した溝状として
も良い。
【００３７】
　またさらに、カッター刃用孔１１ｅは、カッター刃１０ａの厚み方向においては、カッ
ター刃１０ａとほぼ同じ寸法として、カッター刃用孔１１ｅでカッター刃１０ａを両側か
ら保持するようにしても良い。この保持の仕方については、カッター刃用孔１２ｅ側にお
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いてはカッター刃１０ａよりも孔幅が大きくし、カッター刃１０ａが突出する側になるほ
どカッター刃１０ａの厚みに近くなるように傾斜させて、ガイド面１１ａとガイド面１１
ｂから等しい位置にカッター刃１０ａが位置するように、カッター刃用孔１１ｅで保持さ
せるようにしても良い。この構成は、図１と図２において説明した実施形態にも採用して
も良い。
【００３８】
　また、図３においては、着脱保持体１２を取り付けた状態においては、図１とほぼ同様
になる状態を図示しているが、着脱保持体１２は施工用工具１から突出した状態となって
もかまわない。突出させ、突出した部分を持って着脱するようにしても良いのである。そ
のようにしておくと、カッターナイフ１０を持って着脱するよりも着脱保持体１２の保持
部１２ｄの痛み具合を少しでも軽減することができる。
【００３９】
　施工用工具１や着脱保持体１２を取り付けた施工用工具１１において、カッターナイフ
１０のカッター刃１０ａが施工用工具１あるいは施工用工具１１の底面からどれだけ突出
量については、カッターナイフ１０のスライダ１０ｂで調整するのであるが、スライダ１
０ｂはカチカチと係止される位置で調整するとカッター刃１０ａが突出してしまう場合が
ある。
【００４０】
　その場合においては、図１の施工用工具１であれば、施工用工具１の底面に壁紙などの
切れ端を１枚、あるいは数枚重ねて滑りの良いテープ等で固定して、底面とほぼ同じ大き
さの切れ端を貼り付けることで調整すると良い。このとき貼り付けるテープはガイド面１
ａやガイド面１ｂには貼り付けないようにし、カッター刃用孔１ｅが設けられている面と
カッターナイフ１０の持ち手部分の下方に位置する傾斜面を利用して固定することが望ま
しい。
【００４１】
　図３に開示した着脱保持体１２と施工用工具１１の組合せの実施においては、着脱保持
体１２が嵌合する施工用工具１１の嵌合部分に、着脱保持体１２の底面とほぼ同じ大きさ
の壁紙などの切れ端を１枚あるいは数枚を入れ、それから着脱保持体１２を嵌合させるこ
とカッター刃１０ａが施工用工具１１の底面からの突出量を調整することができる。
【００４２】
　切れ端などを入れること無く、固定用ねじをカッター刃用孔１１ｅを設けていない側の
傾斜面側に図示しない固定用のねじ（蝶ねじや手で操作できるねじなど）を設け、施工用
工具１１に対して着脱保持体１２を施工用工具１１の任意の位置で固定できるようにして
、カッター刃１０ａの突出量を調整するようにしても良いのである。
【００４３】
　カッター刃１０ａの突出量が調整できれば、壁紙やフィルムを重ね切りする際に、下地
材をカッター刃１０ａで切ってしまうこともなく、ガイド面１ａ（または１１ａ）やガイ
ド面１ｂ（または１１ｂ）を定規の側面に沿わせて移動させることで安定して壁紙やフィ
ルムの切断が行えるのである。
【００４４】
　図１の実施形態や図３の実施形態において、カッターナイフ１０のホルダー１０ｃを保
持部１ｄあるいは保持部１２ｄに保持させた状態において、カッター刃１０ａの突出する
位置を切断用工具１あるいは切断用工具１１の底面の位置に一致する構成としても良いし
、またカッター刃１０ａの突出位置は底面側に位置するようにしても良い。カッター刃１
０ａの突出位置は底面側に位置するにしても、カッター刃１０ａは切断用工具から突出し
た状態で、切断対象物へのカッター刃１０ａの刃先の食い込み状態は確認できるので、多
少突出位置が切断工具の底面側に入っていても良いのである。
【００４５】
　カッター刃１０ａの突出する位置を切断用工具１あるいは切断用工具１１の底面の位置
に一致する構成や、カッター刃１０ａの突出位置を底面側に位置させると、カッター刃１
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０ａで切断する切断対象物をカッター刃１０ａの切断位置の左右で切断対象物を押さえた
状態で切断できるので、確実な切断が行えるのである。
【００４６】
　また、切断用工具の底面を切断対象物の表面を滑らせて切断する際に、切断対象物の表
面を傷めてしまったり、てかりなどが発生してしまう切断対象物に本発明の切断用工具を
用いる場合においては、例えば底面の四隅に回転する小さなコロなどを設け、切断の移動
の際にぐらつきを発生させず、かつ、てかりや表面の傷みが発生しないようにして切断対
象物をカッター刃の両側でしっかりと押さえられる状態とすれば良い。また、滑りのよい
フィルムを細い帯状にして、移動方向に平行な状態にフィルムを底面に貼り付けても良い
。また、フィルムに切断対象物の表面を傷めない多数の孔を設けたり、凹凸をフィルムに
設けるなどして、切断対象物の表面に対する接触面積を小さくする構成としても良い。そ
して、フィルムには滑りのよい樹脂などをコーティングしたものを採用しても良い。
【００４７】
　そして、本発明においてカッターナイフと記載して説明を行ったが、市販されているカ
ッターナイフ以外であって、市販されているカッターナイフ用替え刃を保持するようなも
のも、本発明において説明したカッターナイフに含まれるものであることは言うまでも無
い。従って、切断用工具とカッター刃を保持するホルダー部分のセット、あるいはそれぞ
れ単体で提供され組み合わされて使用されるようなものも本発明の技術的範囲に属するも
のである。
【００４８】
　そして、切断用工具１（または１１）によって、カッター刃１０ａによって誤って指を
切断してしまうようなことも防ぐことができ、床近くの巾木の部分においても、切断用工
具１（または１１）を１８０度反転させるだけで、カッター刃１０ａが見えるように突出
しているので、巾木を傷めることなく、巾木と壁紙の境界点にカッター刃１０ａの刃先を
入れて切断の開始をすることができ、下から上方向には例えばガイド面１ｂ（または１１
ｂ）を定規の側面に沿わせることで、安定した切断が可能で、天井方向から下方向へ行っ
ていた切断線と下方向から上方向に切断する切断線もずれることなく仕上がりの良い施工
が行えるのである。

【符号の説明】
【００４９】
　１　切断用工具
　１ａ，１ｂ　ガイド面
　１ｃ　上面
　１ｄ　保持部
　１ｅ　カッター刃用孔
１０　カッターナイフ
１０ａ　カッター刃
１０ｂ　スライダ
１０ｃ　ホルダー
１０ｄ　先端部
１１　切断用工具
１１ａ，１１ｂ　ガイド面
１１ｃ　上面
１１ｅ　カッター刃用孔
１２　着脱保持体
１２ｄ　保持部
１２ｅ　カッター刃用孔



(9) JP 2017-18433 A 2017.1.26

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

